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○
環
境
省
令
第

号

南
極
地
域
の
環
境
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
三
条
第
五
号
及
び
第
十
三
号
並
び
に
第
七
条

第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
南
極
地
域
の
環
境
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年

九
月

日

環
境
大
臣

石
原

伸
晃

南
極
地
域
の
環
境
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

南
極
地
域
の
環
境
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
九
年
総
理
府
令
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

記
第
十
七
南
極
特
別
保
護
地
区
の
地
図
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



- 2 -



- 3 -

別
記
第
二
十
三
南
極
特
別
保
護
地
区
中
「南

緯
7
7
度
2
3
分
5
1
秒
東
経
1
6
1
度
3
0
分

」
を
「南

緯
7
7
度
2
3
分
3
0
秒
東
経
1
6
1
度
3
0

分
4
4
秒

」
に
、
「南

緯
7
7
度
1
9
分
8
秒
東
経
1
6
0
度
2
9
分
2
1
秒

」
を
「南
緯
7
7
度
1
9
分
1
8
秒
東
経
1
6
0
度
2
9
分
2
3
秒

」
に
、
「南

緯

7
7度
1
3分
2
2
秒
東
経
1
6
0
度
4
1分
3
6
秒

」
を
「南

緯
7
7
度
1
3
分
1
0
秒
東
経
1
6
0
度
4
2
分
４
秒

」
に
、
「南

緯
7
7
度
1
8
分
東
経
1
6
1
度

2
4分

」
を
「南

緯
7
7度
1
8
分
1
2
秒
東
経
1
6
1
度
2
4
分
2
4
秒

」
に
、
「南

緯
7
7度
1
9
分
1
1
秒
東
経
1
6
1度
2
8
分

」
を
「南

緯
7
7
度
1
9

分
1
3
秒
東
経
1
6
1度
2
5
分
1
5
秒

」
に
改
め
、
地
図
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
五
十
四
南
極
特
別
保
護
地
区
中
「東

に
進
み

南
緯
7
7
度
1
3
秒
東
経
1
6
2
度
3
6
分
1
0
秒

」
を
「東

に
進
み

南
緯
7
7
度

、
、

1
2
秒
東
経
1
6
2
度
3
6
分
1
2
秒

」
に
、
「東

経
1
6
2
度
3
6
分
1
0
秒
の
経
度
線

」
を
「同

地
点
と
南
緯
7
7
度
1
3
秒
東
経
1
6
2
度
3
6
分
1
0
秒

の
地
点
を
結
ぶ
直
線

」
に
改
め
、
地
図
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
七
十
南
極
特
別
保
護
地
区
中
「区

域

」
の
下
に
「に

あ
る
陸
地

」
を
加
え
、
地
図
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
七
十
二
南
極
特
別
保
護
地
区
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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第七十三南極特別保護地区

ロス海のテラ･ノヴァ湾のワシントン岬及びシルバーフィッシュ湾

この地区は、南緯74度34分東経164度28分の地点を起点とし、同地点か

ら南緯74度34分の緯度線を東に進み、南緯74度34分東経164度29分の地点

に至り、同地点からシールドヌナタクの境界線を東に進み、南緯74度33

分54秒東経164度31分30秒の地点に至り、同地点からシルバーフィッシュ

湾の海岸線を東に進み、南緯74度35分20秒東経164度53分の地点に至り、

同地点からクロス湾の海岸線を東に進み、南緯74度37分東経165度22分の

地点に至り、同地点から南緯74度37分の緯度線を東に進み、南緯74度37

分東経165度27分の地点に至り、同地点から東経165度27分の経度線を南

に進み、南緯74度40分東経165度27分の地点に至り、同地点から南緯74度

40分の緯度線を西に進み、南緯74度40分東経164度33分の地点に至り、同

地点からキャンベル氷舌の境界線を北北西に進み、起点に至る線により

囲まれた区域（次の地図の斜線部分）から成る。
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別
表
第
四
の
八
十
六
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

八
十
七

ド
ロ
ー
ニ
ン
グ
モ
ー
ド
ラ
ン
ド
の
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
オ
ア
シ
ス
に
お
け

南
緯
七
十
度
四
十
六
分
三
十
九
秒
東

る
最
初
の
常
設
ド
イ
ツ
南
極
観
測
基
地
ジ
ョ
ー
ジ
フ
ォ
ス
タ
ー
跡
地

経
十
一
度
五
十
一
分
三
秒

八
十
八

ク
ド
リ
ョ
シ
ョ
フ
教
授
の
複
合
掘
削
施
設

南
緯
七
十
八
度
二
十
八
分
東
経
百
六

度
四
十
八
分

八
十
九

千
九
百
十
年
か
ら
千
九
百
十
二
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
テ
ラ
・
ノ
ヴ

南
緯
七
十
七
度
三
十
分
二
十
一
秒
東

ァ
探
検
に
お
け
る
千
九
百
十
二
年
十
二
月
の
エ
レ
バ
ス
山
調
査
期
間

経
百
六
十
七
度
十
分
十
三
秒

に
使
用
さ
れ
た
頂
上
野
営
地

九
十

千
九
百
十
年
か
ら
千
九
百
十
二
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
テ
ラ
・
ノ
ヴ

南
緯
七
十
七
度
三
十
分
二
十
一
秒
東

ァ
探
検
に
お
け
る
千
九
百
十
二
年
十
二
月
の
エ
レ
バ
ス
山
調
査
期
間

経
百
六
十
七
度
九
分
十
五
秒

に
使
用
さ
れ
た
中
腹
野
営
地
Ｅ

別
表
第
六
第
八
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
第
六
号
中
「
当
該
工
作
物
に
国
名
、
設
置
者
名
及
び
設
置
年
月
日
を
明
示
」
を
「

必
要
が
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
工
作
物
を
除
去
」
に
、
「
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
工
作
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物
を
除
去
」
を
「
当
該
工
作
物
に
国
名
、
設
置
者
名
、
設
置
年
月
日
及
び
除
去
予
定
日
を
明
示
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「

西
経
六
十
四
度
八
分
五
十
四
秒
」
を
「
西
経
六
十
四
度
八
分
五
十
五
秒
」
に
改
め
る
。

別
表
第
六
第
十
七
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
第
六
号
の
表
中
「
四
百
五
十
メ
ー
ト
ル
」
を
「
六
百
十
メ
ー
ト
ル
」
に
改
め
、

同
項
第
八
号
中
「
南
緯
六
十
七
度
四
十
六
分
九
秒
西
経
六
十
八
度
五
十
三
分
三
十
二
秒
」
を
「
南
緯
六
十
七
度
四
十
六
分
八
秒

西
経
六
十
八
度
五
十
三
分
三
十
秒
」
に
、
「
南
緯
六
十
七
度
四
十
六
分
二
十
五
秒
西
経
六
十
八
度
五
十
三
分
二
秒
」
を
「
南
緯

六
十
七
度
四
十
六
分
二
十
六
秒
西
経
六
十
八
度
五
十
三
分
一
秒
」
に
改
め
る
。

別
表
第
六
第
二
十
三
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
第
四
号
中
「
七
百
五
十
メ
ー
ト
ル
」
を
「
六
百
十
メ
ー
ト
ル
」
に
改
め
、
同

項
第
五
号
中
「
当
該
工
作
物
に
国
名
、
設
置
者
名
及
び
設
置
年
月
日
を
明
示
」
を
「
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に

当
該
工
作
物
を
除
去
」
に
、
「
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
工
作
物
を
除
去
」
を
「
当
該
工
作
物
に
国
名
、

設
置
者
名
、
設
置
年
月
日
及
び
除
去
予
定
日
を
明
示
」
に
改
め
、
同
項
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
二

号
と
し
、
第
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一

当
該
地
区
内
で
は
爆
発
物
を
使
用
し
な
い
こ
と
。

別
表
第
六
第
三
十
二
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
第
一
号
中
「
又
は
必
要
不
可
欠
な
管
理
活
動
」
を
「
、
必
要
不
可
欠
な
管
理
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活
動
、
教
育
活
動
又
は
普
及
啓
発
活
動
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
除
き
、
」
の
下
に
「
原
則
と
し
て
、
」
を
加
え
、
同
項

中
第
十
一
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
九
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
同
号
の

次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十

当
該
地
区
内
に
持
ち
込
む
す
べ
て
の
物
品
を
洗
浄
又
は
滅
菌
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
動
物
、
植
物
又
は
微
生
物
の
偶
発

的
な
移
入
を
防
ぐ
こ
と
。

別
表
第
六
第
三
十
二
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

当
該
地
区
内
で
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
種
ご
と
に
、
下
欄
に
掲
げ
る
距
離
よ
り
も
近
づ
か
な
い
こ
と
。

ペ
ン
ギ
ン
目
に
属
す
る
種
（
繁
殖
地
に
い
る
も
の
に
限
る
。
）

十
メ
ー
ト
ル

ペ
ン
ギ
ン
目
に
属
す
る
種
（
換
羽
中
の
も
の
に
限
る
。
）

五
メ
ー
ト
ル

マ
ク
ロ
ネ
ク
テ
ス
・
ギ
ガ
ン
テ
ウ
ス
（
オ
オ
フ
ル
マ
カ
モ
メ
）

百
メ
ー
ト
ル

南
極
哺
乳
類
の
う
ち
、
食
肉
目
に
属
す
る
種

十
メ
ー
ト
ル

別
表
第
六
第
三
十
四
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
第
五
号
中
「
な
お
」
を
「
ま
た
」
に
改
め
、
「
す
る
こ
と
。
」
の
下
に
「
な

お
、
当
該
工
作
物
に
国
名
、
設
置
者
名
及
び
設
置
年
月
日
を
明
示
す
る
こ
と
。
」
を
加
え
る
。
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別
表
第
六
第
三
十
五
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
第
八
号
中
「
当
該
」
を
「
原
則
と
し
て
、
当
該
」
に
改
め
る
。

別
表
第
六
第
三
十
七
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
第
三
号
中
「
三
百
メ
ー
ト
ル
」
を
「
九
百
三
十
メ
ー
ト
ル
」
に
改
め
、
同
項

第
四
号
中
「
七
百
五
十
メ
ー
ト
ル
」
を
「
六
百
十
メ
ー
ト
ル
」
に
改
め
、
同
項
中
第
十
一
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
号
を
第

十
二
号
と
し
、
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一

当
該
地
区
内
で
は
爆
発
物
を
使
用
し
な
い
こ
と
。

別
表
第
六
第
三
十
七
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と

し
、
同
項
第
五
号
中
「
当
該
工
作
物
に
国
名
、
設
置
者
名
及
び
設
置
年
月
日
を
明
示
」
を
「
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
速

や
か
に
当
該
工
作
物
を
除
去
」
に
、
「
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
工
作
物
を
除
去
」
を
「
当
該
工
作
物
に

国
名
、
設
置
者
名
、
設
置
年
月
日
及
び
除
去
予
定
日
を
明
示
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

五

航
空
機
は
当
該
地
区
の
直
上
空
域
で
あ
っ
て
、
地
表
か
ら
高
度
六
百
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
空
域
に
お
い
て
着
陸
す
る
地

点
を
調
査
す
る
こ
と
。

別
表
第
六
第
三
十
八
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
中
第
十
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
九
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
八
号
を
第
九
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号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十

当
該
地
区
内
で
は
爆
発
物
を
使
用
し
な
い
こ
と
。

別
表
第
六
第
三
十
八
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と

し
、
同
項
第
四
号
中
「
当
該
工
作
物
に
国
名
、
設
置
者
名
及
び
設
置
年
月
日
を
明
示
」
を
「
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
速

や
か
に
当
該
工
作
物
を
除
去
」
に
、
「
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
工
作
物
を
除
去
」
を
「
当
該
工
作
物
に

国
名
、
設
置
者
名
、
設
置
年
月
日
及
び
除
去
予
定
日
を
明
示
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
中
第
三
号
を
第
四

号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

当
該
地
区
内
で
は
徒
歩
又
は
回
転
翼
航
空
機
で
移
動
す
る
こ
と
。

別
表
第
六
第
四
十
三
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
第
四
号
中
「
航
空
機
」
を
「
原
則
と
し
て
、
航
空
機
」
に
改
め
、
同
項
第
六

号
中
「
当
該
工
作
物
に
国
名
、
設
置
者
名
及
び
設
置
年
月
日
を
明
示
」
を
「
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
工

作
物
を
除
去
」
に
、
「
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
工
作
物
を
除
去
」
を
「
当
該
工
作
物
に
国
名
、
設
置
者

名
、
設
置
年
月
日
及
び
除
去
予
定
日
を
明
示
」
に
改
め
る
。

別
表
第
六
第
四
十
七
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
中
第
十
一
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
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り
下
げ
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

当
該
地
区
内
に
家
き
ん
又
は
そ
の
卵
の
加
工
品
を
持
ち
込
ま
な
い
こ
と
。

別
表
第
六
第
四
十
七
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
第
五
号
中
「
当
該
工
作
物
に
国
名
、
設
置
者
名
及
び
設
置
年
月
日
を
明
示
」

を
「
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
工
作
物
を
除
去
」
に
、
「
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
当
該

工
作
物
を
除
去
」
を
「
当
該
工
作
物
に
国
名
、
設
置
者
名
、
設
置
年
月
日
及
び
除
去
予
定
日
を
明
示
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項

第
六
号
と
し
、
同
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

当
該
地
区
内
で
は
徒
歩
で
移
動
す
る
こ
と
。

別
表
第
六
第
五
十
一
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
中
第
八
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
七
号
を
第
十
二
号
と
し
、
同
項
第
六
号
中

「
又
は
植
物
」
を
「
、
植
物
又
は
微
生
物
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

九

当
該
地
区
内
に
持
ち
込
む
す
べ
て
の
物
品
を
洗
浄
又
は
滅
菌
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
動
物
、
植
物
又
は
微
生
物
の
偶
発

的
な
移
入
を
防
ぐ
こ
と
。

十

当
該
地
区
内
で
は
、
毎
年
十
月
一
日
か
ら
翌
年
の
四
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
は
、
ペ
ン
ギ
ン
の
営
巣
地
か
ら
十
メ
ー
ト

ル
以
内
に
近
づ
か
な
い
こ
と
。
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十
一

当
該
地
区
内
に
除
草
剤
又
は
殺
虫
剤
を
持
ち
込
ま
な
い
こ
と
。

別
表
第
六
第
五
十
一
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
中
第
五
号
を
第
七
号
と
し
、
同
項
第
四
号
中
「
な
お
」
を
「
ま
た
」
に
改
め

、
「
す
る
こ
と
。
」
の
下
に
「
な
お
、
当
該
工
作
物
に
国
名
、
設
置
者
名
及
び
設
置
年
月
日
を
明
示
す
る
こ
と
。
」
を
加
え
、

同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

原
則
と
し
て
、
当
該
地
区
内
で
は
野
営
し
な
い
こ
と
。

別
表
第
六
第
五
十
一
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
第
三
号
中
「
航
空
機
」
を
「
原
則
と
し
て
、
航
空
機
」
に
改
め
、
同
号
を
同

項
第
四
号
と
し
、
同
項
中
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

当
該
地
区
内
で
は
徒
歩
で
移
動
す
る
こ
と
。

別
表
第
六
第
五
十
四
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
中
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ

繰
り
下
げ
、
同
項
第
四
号
中
「
管
理
区
域
内
」
を
「
原
則
と
し
て
、
管
理
区
域
内
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同

項
第
三
号
中
「
管
理
区
域
内
」
を
「
原
則
と
し
て
、
管
理
区
域
内
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
中
「

管
理
区
域
内
」
を
「
原
則
と
し
て
、
管
理
区
域
内
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。
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二

当
該
地
区
内
で
は
徒
歩
で
移
動
す
る
こ
と
。

別
表
第
六
第
五
十
六
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下

げ
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

当
該
地
区
内
で
は
徒
歩
又
は
回
転
翼
航
空
機
で
移
動
す
る
こ
と
。

別
表
第
六
第
六
十
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
中
第
十
四
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰

り
下
げ
る
。

別
表
第
六
第
六
十
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
第
五
号
を
削
る
。

別
表
第
六
第
六
十
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

六

原
則
と
し
て
、
毎
年
十
月
一
日
か
ら
翌
年
の
四
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
は
、
航
空
機
は
当
該
地
区
の
直
上
空
域
を
飛
行

し
な
い
こ
と
。
な
お
、
科
学
的
調
査
又
は
管
理
活
動
の
た
め
に
必
要
な
場
合
に
お
い
て
も
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
航

空
機
ご
と
に
、
下
欄
に
掲
げ
る
空
域
を
飛
行
し
な
い
こ
と
。

単
発
式
の
回
転
翼
航
空
機
及
び
単
発
式
の
飛
行
機

地
表
か
ら
高
度
九
百
三
十
メ
ー
ト
ル
以
下
の
空
域

多
発
式
の
回
転
翼
航
空
機

地
表
か
ら
高
度
千
五
百
メ
ー
ト
ル
以
下
の
空
域
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七

科
学
的
調
査
又
は
管
理
活
動
の
た
め
に
必
要
な
場
合
を
除
き
、
当
該
地
区
内
に
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
を
設
置
し
な

い
こ
と
。
ま
た
、
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
工
作
物
を
除
去
す
る
こ
と
。
な
お
、
当
該
工
作
物
に
国

名
、
設
置
者
名
、
設
置
年
月
日
及
び
除
去
予
定
日
を
明
示
す
る
こ
と
。

別
表
第
六
第
六
十
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

当
該
地
区
内
で
は
徒
歩
で
移
動
す
る
こ
と
。

別
表
第
六
第
六
十
一
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
中
第
九
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
八
号
を
第
十
号
と
し
、
第
七
号
を
第
九
号

と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

当
該
地
区
内
に
持
ち
込
む
す
べ
て
の
物
品
を
洗
浄
又
は
滅
菌
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
動
物
、
植
物
又
は
微
生
物
の
偶
発

的
な
移
入
を
防
ぐ
こ
と
。

別
表
第
六
第
六
十
一
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下

げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

当
該
地
区
へ
の
立
入
り
は
海
上
、
海
氷
上
又
は
空
か
ら
行
う
こ
と
。

別
表
第
六
第
七
十
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
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り
下
げ
、
同
項
第
四
号
中
「
こ
と
。
」
の
下
に
「
ま
た
、
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
工
作
物
を
除
去
す
る

こ
と
。
な
お
、
当
該
工
作
物
に
国
名
、
設
置
者
名
、
設
置
年
月
日
及
び
除
去
予
定
日
を
明
示
す
る
こ
と
。
」
を
加
え
、
同
号
を

同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

露
頭
へ
は
、
徒
歩
で
移
動
す
る
こ
と
。

別
表
第
六
第
七
十
二
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
七
十
三
南
極

一

当
該
地
区
内
で
の
活
動
は
、
他
の
場
所
で
は
で
き
な
い
科
学
的
調
査
、
必
要
不
可
欠
な
管
理
活
動

特
別
保
護
地
区

又
は
教
育
活
動
に
限
る
。

二

当
該
地
区
へ
の
立
入
り
は
徒
歩
、
車
両
、
船
舶
又
は
航
空
機
に
よ
る
こ
と
。

三

科
学
的
調
査
又
は
管
理
活
動
の
た
め
に
必
要
な
場
合
を
除
き
、
当
該
地
区
内
で
は
車
両
を
使
用
し

な
い
こ
と
。
な
お
、
当
該
地
区
内
に
お
い
て
車
両
を
使
用
す
る
場
合
、
雪
上
又
は
氷
上
に
限
り
、
ア

プ
テ
ノ
デ
ュ
ケ
ス
・
フ
ォ
ル
ス
テ
リ
（
コ
ウ
テ
イ
ペ
ン
ギ
ン
）
又
は
レ
プ
ト
ニ
ュ
コ
テ
ス
・
ウ
ェ
デ

ル
リ
（
ウ
ェ
ッ
デ
ル
ア
ザ
ラ
シ
）
の
集
団
か
ら
百
メ
ー
ト
ル
以
内
に
近
づ
か
な
い
こ
と
。

四

原
則
と
し
て
、
航
空
機
は
、
四
月
一
日
か
ら
翌
年
の
一
月
一
日
ま
で
、
別
記
の
地
図
上
に
示
さ
れ
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た
区
域
の
直
上
空
域
で
あ
っ
て
、
地
表
か
ら
高
度
六
百
十
メ
ー
ト
ル
以
下
の
空
域
を
飛
行
し
な
い
こ

と
。

五

原
則
と
し
て
、
航
空
機
は
当
該
地
区
内
に
着
陸
し
な
い
こ
と
。
な
お
、
当
該
地
区
内
に
着
陸
す
る

場
合
、
ア
プ
テ
ノ
デ
ュ
ケ
ス
・
フ
ォ
ル
ス
テ
リ
（
コ
ウ
テ
イ
ペ
ン
ギ
ン
）
の
繁
殖
地
又
は
レ
プ
ト
ニ

ュ
コ
テ
ス
・
ウ
ェ
デ
ル
リ
（
ウ
ェ
ッ
デ
ル
ア
ザ
ラ
シ
）
の
集
団
か
ら
九
百
三
十
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
に

着
陸
し
な
い
こ
と
。

六

航
空
機
は
、
当
該
地
区
の
直
上
空
域
で
あ
っ
て
、
地
表
か
ら
高
度
六
百
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
空
域

に
お
い
て
着
陸
す
る
地
点
を
調
査
す
る
こ
と
。

七

科
学
的
調
査
、
管
理
活
動
又
は
教
育
活
動
の
た
め
に
必
要
な
場
合
を
除
き
、
四
月
一
日
か
ら
翌
年

の
一
月
一
日
ま
で
、
船
舶
は
当
該
地
区
内
を
航
行
し
な
い
こ
と
。
な
お
、
別
記
に
示
す
地
区
内
で
は

、
大
型
船
舶
は
航
行
し
な
い
こ
と
。

八

科
学
的
調
査
、
管
理
活
動
又
は
教
育
活
動
の
た
め
に
必
要
な
場
合
を
除
き
、
四
月
一
日
か
ら
翌
年

の
一
月
一
日
ま
で
、
船
舶
は
ペ
ン
ギ
ン
の
通
路
か
ら
上
陸
し
な
い
こ
と
。
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九

科
学
的
調
査
又
は
管
理
活
動
の
た
め
に
必
要
な
場
合
を
除
き
、
当
該
地
区
内
に
建
築
物
そ
の
他
の

工
作
物
を
設
置
し
な
い
こ
と
。
ま
た
、
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
工
作
物
を
除

去
す
る
こ
と
。
な
お
、
当
該
工
作
物
に
国
名
、
設
置
者
名
、
設
置
年
月
日
及
び
除
去
予
定
日
を
明
示

す
る
こ
と
。

十

当
該
地
区
内
に
生
き
て
い
る
動
物
、
植
物
又
は
微
生
物
を
持
ち
込
ま
な
い
こ
と
。

十
一

当
該
地
区
内
に
持
ち
込
む
す
べ
て
の
物
品
を
洗
浄
又
は
滅
菌
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
動
物
、
植

物
又
は
微
生
物
の
偶
発
的
な
移
入
を
防
ぐ
こ
と
。

十
二

当
該
地
区
内
に
除
草
剤
又
は
殺
虫
剤
を
持
ち
込
ま
な
い
こ
と
。

十
三

当
該
地
区
内
で
は
廃
棄
物
を
処
分
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
し
尿
の
海
域
へ
の
排
出
は
除
く
。

十
四

当
該
地
区
内
で
の
南
極
地
域
活
動
終
了
後
に
、
遅
滞
な
く
、
環
境
大
臣
の
定
め
る
様
式
に
よ
り

、
当
該
南
極
地
域
活
動
に
係
る
報
告
書
を
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
。

附

則

（
施
行
期
日
）
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第
一
条

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
日
前
に
さ
れ
た
南
極
地
域
の
環
境
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
次
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）

第
六
条
の
確
認
の
申
請
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
環
境
大
臣
に
よ
る
確
認
を
す
る
か
ど
う
か
の
処
分
が
な
さ
れ

て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
確
認
は
、
同
条
第
一
項
第
三
号
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
改
正

後
の
南
極
地
域
の
環
境
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
四
条

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


